
仕 様 書  

   

件 名：表彰状等の印刷及び受賞者名部分筆耕   

  

年間予定数量：１，６１０枚  

  

契約期間：令和８年６月３日から令和９年３月３１日   

  

担当職員  

・納品先：大阪市中央区大手前４－１－７６ 大阪合同庁舎第４号館１２階 

近畿運輸局総務部人事課第二係  

  

規 格：参考品 …「ハート賞紙 賞状用紙」    

白       Ａ３  Ｓ１３０１        …予定枚数 1,520 枚 

クリーム Ａ３  Ｓ１３１１        …予定枚数 80枚 

   クリーム Ｂ３  Ｓ３１１          …予定枚数 10 枚  

  

同等品も可とする。  

既製品と同等の紙に金の枠を印刷したものも認める。金の枠は金箔押し、粉印 

刷、金色インク印刷のいずれも認める。  

台紙は超厚口(0.25mm 程度)とする。上質紙、ケント紙のいずれも可とする。 

ただし、上記の参考品以外を使用する場合においては、契約締結後、金の枠を施 

した賞状用紙を 1 枚提出し、担当職員の承認を受けること。  

  

印 刷：２色刷り（本文・印影）  

       

文   字：印刷部分… 題字、本文、年月日、表彰者名および表彰者印影をいう。表彰と 

は、近畿運輸局長、近畿運輸局大阪運輸支局長、近畿運輸局京都運 

輸支局長、近畿運輸局奈良運輸支局長、近畿運輸局滋賀運輸支局 

長、近畿運輸局和歌山運輸支局長および神戸運輸監理部兵庫陸運部 

長と、それぞれの個人名を指す。  

  

筆耕部分… 受賞者名の部分をいう。氏名のみの１～２行、もしくは事業者名及

び氏名の２～３行とする。  

  

印刷部分、筆耕部分いずれも楷書体で記載すること。  

ただし、「業、績、保」の字体については、別紙①のとおりにすること。  

また、その他の文字の字体についても校正において適宜修正を依頼することがある。  



発注方法：  ① 毎回の発注のたびに、印刷部分、筆耕部分の原稿等の電子データを受注者に

提供する。作業にあたっては、提供した電子データを参考に改行位置や配字等

に留意すること（別紙②参照）。  

② 受注者は、印刷部分における表記や配置等の校正を発注者に送付するものと

する（ただし、筆耕部分についても入力して校正を受けること）。筆耕につい

ては、発注者が校正確認を終え、筆耕依頼をしてから作業を開始すること。  

③ 受注者は、筆耕を済ませ完成した表彰状を、担当職員が指定した期日までに

近畿運輸局に持参すること。持参した物品は、担当職員が検査を行い、検査に

合格したものについて引渡しを受けることとする。なお、文字のバランス・汚

れ等で不合格となった物品については、表彰日に間に合うように代品を納品し

なければならない。代品の納品については、翌日までの納品を依頼する可能性

がある。  

④ 納品時の表彰状の傷、汚れ、誤筆耕、文字バランスの悪さ等、受注者に責が

あり、修正の必要が生じた場合修正の代金は受注者の負担とする。ただし、発

注者に責がある場合はこの限りでない。  

  

そ の 他： ① １枚あたりの単価で契約するものとする。そのため、落札者は落札後提出す

る入札額の内訳を記載した見積書において、１枚あたりの単価を明示するとと

もに入札価格との齟齬が生じないよう留意すること。 

 ② 年間予定数量は実際の発注量を保証するものではない。別紙③にて、令和７ 

年度に実施した各表彰式と発注枚数、および令和８年度の年間予定枚数を示す 

ので、見積もりにおいては考慮すること。 また、表彰ごとに発注するため、 

１枚からの発注もあり得ることに留意すること。 

③ 受注者は、検査に合格し引渡しが完了した物品について請求するものとす 

る。受注者が１日から月末までに引渡した表彰状の対価を、月末に締め、１ヶ  

月分の代金を請求するものとする。 発注者は、適法な支払請求を受理した日か 

ら３０日以内に代金を支払うもの とする。 なお、神戸運輸監理部兵庫陸運部 

長が表彰者である表彰状については神戸運輸監理部へ別途請求書を作成し提出 

すること。 

 ④ 筆耕業務の一部を第三者へ再委託する場合は、事前に発注者の承諾を得るこ  

と。  

⑤ 受注者あるいは受託者が何らかの理由により一時的に業務を行うことが出来  

ない状況が生じ、物品の納品に遅れが生じる可能性がある場合には、事前に発  

注者に連絡を行うこと。  

⑥ 仕様書に記載のない事項は発注者と協議の上、決定することとする。  



 

 

表彰状筆耕 別紙① 

 
① 文字の字体について 

・「業」の字の字体 

「業」この字体にて記載とする。 

 
・「績」の字の字体 

「績」この字体にて記載とする。 

（他の糸偏についても、同じ書体での記載。） 
※受賞者名欄は普通の糸偏での記載。 

 

  ・「保」の字の字体 

「保」この字体にて記載とする。 

 
 
➁ 文字のフォントについて 

 ・賞詞内において、原則フォントを統一する。 

 例：題に仕様した【表彰状】のフォントと、賞詞に使用した【表彰します】 

の【表彰】の文字フォントは統一する。 

 例：賞詞前半で使用した【統計】の文字フォントと、賞詞後半で使用した【統 

計】の文字フォントは統一する。 

 

 ・また、近畿運輸局の指示でフォントに対する指摘が入る可能性がある。 
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( 事 業 功 労 ) 

( 中 間 管 理 者 ) 

 

別紙② 
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(中間管理者・団体) 
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※個人タクシー事業者にあっては、事業者名の記載はしない。 

( 運 転 者 ) ※個人タクシー事業者にあっては、事業者名の記載はしない。 

( 整 備 士 ) 



              

※備考 
・本賞詞（以下別紙➁）は複数ある表彰状パターンの一部である。 
・近畿運輸局は、表彰ごとに、別紙➁のような原稿データを発注とともに送付する。 
・送付された原稿データを基に、表彰状の電子データを作成し、発注者へ校正依頼を行うものと

する。 
 



別紙③ 

令和７年度表彰状枚数 

表彰式名称 数量（枚） 支局 納品月 

令和７年度 ○○和歌山運輸支局長表彰 3 ○ ５月 

令和７年度 ○○滋賀運輸支局長表彰 4 ○ ５月 

令和７年度 ○○和歌山運輸支局長表彰 4 ○ 6 月 

令和７年度 ○○奈良運輸支局長表彰 4 ○ 6 月 

令和７年度 ○○滋賀運輸支局長表彰 13 ○ 6 月 

令和７年度 ○○大阪運輸支局長表彰 1 ○ 6 月 

令和７年度 ○○近畿運輸局長表彰 11  ７月 

令和７年度 ○○局長表彰 47  ７月 

令和７年度 ○○奈良支局長表彰 4 ○ ７月 

令和７年度 ○○兵庫陸運部長表彰 4 兵庫 ７月 

令和７年度 ○○近畿運輸局長表彰 1  ７月 

令和７年度 ○○大阪運輸支局長表彰 2 ○ 8 月 

令和７年度 ○○奈良運輸支局長表彰 1 ○ 8 月 

令和７年度 ○○兵庫陸運部長表彰 1 兵庫 8 月 

令和７年度 ○○局長表彰 6  ９月 

令和７年度 ○○京都運輸支局長表彰 7 ○ ９月 

令和７年度 ○○近畿運輸局長表彰 3  ９月 

令和７年度 ○○近畿運輸局長表彰 125  ９月 

令和７年度 ○○表彰（秋） 15  ９月 

令和７年度 ○○表彰 1  ９月 

令和７年度 ○○和歌山運輸支局長表彰 4 ○ 10 月 

令和７年度 ○○滋賀運輸支局長表彰 1 ○ 10 月 

令和７年度 ○○大阪運輸支局長表彰 9 ○ 10 月 

令和７年度 ○○奈良運輸支局長表彰 13 ○ 10 月 

令和７年度 ○○滋賀運輸支局長表彰 7 ○ 10 月 

令和７年度 ○○近畿運輸局長表彰 28  10 月 

令和７年度 ○○近畿運輸局長表彰 31  10 月 

【近畿運輸局】○○近畿運輸局表彰 5  11 月 

令和７年度 ○○兵庫陸運部長表彰 16 兵庫 11 月 

令和６年度 ○○局長表彰（○○部分） 59  １月見込み 

令和 7 年度 ○○局長表彰（○○部分） 76  １月 

令和 7 年度 ○○局長表彰（○○部分） 47  １月 

令和 7 年度 ○○大阪運輸支局長表彰 12   ○ １月 

令和 7 年度 ○○兵庫陸運部長表彰 11 ○ １月 

令和 7 年度 ○○京都運輸支局長表彰 5 ○ １月 

令和７年度 ○○大阪運輸支局長表彰 2 ○ １月 

令和 7 年度 ○○兵庫陸運部長表彰 2 兵庫 1 月 

令和 7 年度 ○○表彰（京都） 14 ○ ３月 



令和 7 年度 ○○表彰（滋賀） 60 ○ ３月 

令和 7 年度 ○○表彰（奈良） 61 ○ ３月 

令和 7 年度 ○○表彰（大阪） 531 ○ ３月 

令和 7 年度 ○○表彰（和歌山） 47 ○ ３月 

令和 7 年度 ○○表彰（兵庫） 228 兵庫 ３月 

合計 1467 枚   

令和７年４月～11 月実績 371 枚   

令和 7 年 12 月～令和 8 年 3 月見込み 1094 枚   

令和８年度の予定枚数（令和 7 年度合計の約 1.1 倍） 1610 枚   

※上記の各列は相異なる表彰式を表す。 
※記載されている令和７年度実施の表彰で納品月が５月のものについては令和８年度のついては６月以降の納品を想定している。 
支局の欄が空白であるものについては、表彰者は全て「近畿運輸局長」である。 


